
新規給水をお考えのみなさんへ 

配水管布設内規改定のお知らせ 

宇佐市水道事業では、現在施行中の「住宅及び事務所への

給水申請に係る配水管布設内規」ならびに「住宅及び事務所

以外への給水申請に係る配水管布設内規」の改定を令和７年

４月１日から実施いたします。資材単価、人件費等の高騰に

より現行の１申請当り５０ｍまでの申請基準を１申請当り

３０ｍまでとし、１申請で１０軒・合計３００ｍを限度とし

改定を行います。 

現行の１申請５０ｍ、１０軒・合計５００ｍまでの最終受付

期間は、設計金額１３０万円を超える工事については令和６

年１０月１８日（金）までとし、設計金額１３０万円以内の

工事については令和７年１月１５日（水）を受付締め切り日

とします。 

受付締め切り日以降に申請を受け付けた案件については、

令和７年４月１日以降の受付分と同じ要件での工事発注と

なりますので、よろしくお願いいたします。 


